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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 
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流 通 経 済 大 学  

            学 長  上 野 裕 一 

 

4 月 20 日（火）から 5 月 11 日（火）まで、常磐線沿線である松戸市および柏市が「まん延防止等重

点措置」の適用地域に指定されることに加え、東京都では 4月 25 日（日）から 5月 11 日（火）まで「緊

急事態宣言」が発出されました。これらのことを考慮し、4月 26 日（月）から 5月 8日（土）まで、新

松戸、龍ケ崎の両キャンパスにおいて、原則として対面授業は行わず、オンデマンドによる授業に変更

いたします。 

春学期が始まった直後の大事な時期において、通常（対面）授業の継続を検討いたしましたが、新型

コロナウイルスの感染拡大に加え、変異株の感染力の高さと従来型と比べて若者の重症化リスクが高い

ことなどから、今回の対応は学生・院生・教職員の生命を守ることを最優先した結果であり、何卒ご理

解いただけますようお願いいたします。 

 なお、5月 10 日（月）以降の授業につきましては、状況が日々変化しておりますので、その時点にお

ける状況を判断して実施方法を決定いたします。実施方法は決定次第、Ring、manaba、ホームページで

でお知らせいたしますので、常にご確認くださいますようお願いいたします。 

 

※活動制限指針の改定について 

本学の活動制限指針については、現在の状況を判断基準として、4月 26 日（月）～5月 8日（土）

までの間は、両キャンパスともに「レベル３」といたします。 

 

１．基本的行動について 

  学生・院生・教職員の皆様には、自らの生命と健康、安全を守るための「感染しない」行動と、ご

家族やご友人、同僚や周囲の方に「感染を広げない」ための責任ある行動をお願いします。 

  また、感染していても軽症や無症状のケースがあることに留意し、自分は大丈夫との認識で行動す

ることは厳に慎んでください。 

 

  ・こまめに手洗い、消毒をしてください。 

  ・マスクを着用してください。 

・身の回りを清潔にしてください。 

  ・換気の悪い閉ざされた空間を避けてください。【密閉を避ける】 

・多くの人が密集する場所を避けてください。【密集を避ける】 

・人との距離をとり、向かい合っての会話を避けてください。【密接を避ける】 

  ・不要不急の外出を控えてください。 

  ・大人数や長時間におよぶ飲食を控えてください。 

  ・公共交通機関を利用する場合は、混雑を避けるなどの工夫をしてください。 

  ・通学、通勤前に自宅で検温し、その日の健康状態を確認してください。 

   風邪の症状に似た発熱やのどの痛み、だるさ、息苦しさなどの体調に違和感がある場合は、自宅

で療養し健康観察を続けてください。 

 



２．学内の施設について 

  ・これまでと同様にパソコン教室や図書館等は人数を制限して利用可能とします。（事前予約無し） 

   ‐施設の利用に際しては、自宅・キャンパスでの検温、マスク着用等の大学の感染防止対策に協

力してください。 

   ‐大学までの移動に公共交通機関を利用する場合は、混雑を避けるなどの慎重な移動を心掛け、

感染防止に努めてください。 

 

３．職員の窓口業務について 

  ・原則窓口対応は行わず、問い合わせにはメールまたは電話で対応してください。 

   ただし、施設利用等により入構が認められた学生の窓口での問い合わせには、感染防止に留意し

ながら柔軟に対応してください。 

 

４．キャンパスへの入構について 

  ・学生・院生・教員のキャンパスへの入構は、施設に使用制限を設けて認めます。ただし、県をま

たいでの移動自粛が要請されていますので、できる限り入構は自粛してください。 

   入構する場合は、所定の検温所で必ず検温と消毒を行ってください。 

  ・来訪者が許可なく入構することを禁止します。 

  ・教職員の入構は、業務ならびに研究等で必要な場合に限り認めます。原則として、授業、研究は

ご自宅でお願いします。月曜日から金曜日まで、午前 9 時～午後 5 時までのような入構は控え、

必要最小限としてください。 

‐教員は出退勤の管理のため教職員証をカードリーダーに必ずタッチしてください。 

‐職員は職場単位で出勤予定表を提出し、出勤の際は出退勤時刻を記録してください。 

 

５．2021 年 4 月 26 日（月）～5月 8日（土）の授業について 

  ・一定期間をオンデマンド（リアルタイム授業でない）授業として実施し、その後、状況に応じて、

オンデマンド授業、リアルタイム+録画と対面授業（限定科目）を併用した授業形式で授業を実施

したいと考えております。 

※詳細は Ring、manaba、ホームページでご確認ください。 

 

６．学生・院生の課外活動について 

  ・認められた場合に限り許可します。 

  ・できる限り県をまたいでの移動を要する学生・院生についての練習参加は自粛してください。 

  ・寮の管理にあたっては、共同生活におけるクラスター発生の事例が多数報告されていることに留

意し、あらためて寮生活全般について感染防止対策を徹底してください。 

 

７．教員の研究室における研究活動について 

  ・これまでと同様に原則として、研究活動は在宅で行ってください。 

ただし、研究活動や業務等で利用が必要な場合は、次の通りにしてください。 

 ‐出退勤の管理のため教職員証をカードリーダーに必ずタッチしてください。 

 ‐研究室の使用時間は最小限に留め、感染防止対策を徹底してください。 

 

８．学生・院生・教職員の海外渡航について 

  ・外務省発表の感染症危険情報に基づき、当面の間海外への渡航を禁止します。 

（外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/） 

 

９．学生・院生・教職員の海外からの帰国、入国について 

・海外から帰国または入国した場合、2週間は自宅に待機し、入念に健康観察をしてください。 

・自宅待機や健康観察中に、以下のいずれかに該当する場合は、すぐに「帰国者・接触者相談セン

ター」（地域により名称が異なることがあります。）に相談して指示に従うとともに、学生・院生

は大学の学生生活課に、教職員は総務課に連絡してください。 



 ‐息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。 

 ‐重症化しやすい方※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。 

※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑 

制剤や抗がん剤等を用いている方 

‐上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。 

・日本における新型コロナウイルスに関する水際対策が強化されています。外務省ホームページで

最新情報を確認してください。 
 

10．教職員の校務外出と国内出張について 

  ・校務外出と国内出張については、必要性に加え、移動範囲や移動手段、行き先の感染防止対策の

状況などを確認し、慎重に判断したうえで段階的に認めることとします。 

事前に学長室に相談してください。 
 

11．教職員の会議について 

  ・可能な限りオンライン会議や文書会議により対応してください。 

   ただし、重要な案件により対面で行う必要がある場合は感染防止対策を徹底して行ってください。 
 

12．職員の勤務について 

  ・感染防止対策を徹底した上で通常の出勤体制とし、必要な場合は在宅勤務を併用してください。 

・各職場の部課長は、課員の適切な業務管理と勤怠管理に努めてください。 

・出勤時は、公共交通機関を極力利用せず車通勤に切り替えてください。公共交通機関を利用する

場合は時差出勤をするなどして混雑する時間を避けてください。 

  ・自席や窓口における業務では３密回避や飛沫防止等の感染防止対策を徹底してください。 
 

13. 感染の可能性や感染者と接触した可能性がある場合の対応について 

  ・以下のいずれかに該当する場合は、すぐに「帰国者・接触者相談センター」（地域により名称が

異なることがあります。）に相談して指示に従うとともに、学生・院生は大学の学生生活課に、

教職員は総務課に連絡してください。 

   ‐息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。 

   ‐重症化しやすい方※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。 

※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑 

制剤や抗がん剤等を用いている方 

‐上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。 

  ・自分自身やご家族、大学の友人や職場の同僚などが感染症の確定患者と接触した可能性がある

場合は、学生・院生は大学の学生生活課に、教職員は総務課に連絡して指示に従ってくださ

い。 
 

14．人権侵害への対応について 

  ・新型コロナウイルスを理由とする偏見や差別、いじめなどの人権侵害につながる発言や行動は

あってはなりません。学生・教職員の皆様はそうした言動を行わないよう注意してください。 
 

15．情報伝達について 

  ・本学では今後も必要な対策を順次講じていきますので、ホームページやメール、大学のシステ

ム(Ring、manaba、ガルーン(職員用))を利用して、こまめに最新情報を確認してください。 

正確な情報による冷静な判断と行動をお願いします。 

以上 

（お問い合わせ先）流通経済大学 学長室 メール：gakuchoshitsu@rku.ac.jp 電話：047-340-0042 

 


